
愛荘町特定空家等認定基準（案）

【資料３】



特定空家等に対する措置（フロー図）

・適正な管理が行われていない空家等について、以下の段階に応じた措置を行う。
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○意見等聴取

・協議会において、実態調査の結

果を基に、判定票の評点の妥当

性を判断し、町長へ助言および

提言を行う。

○実態調査（町）

・建築士の資格を有する２名

以上の調査員で、判定票を

用いて空家等を調査。
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